
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）            新聞都教組（号外）    ２０１０年１０月２７日（水）            

職場討議資料 

号 外 
事
務
職
員
・
栄
養
職
員

の
人
事
異
動
Q
＆
A 

東
京
の
教
育
と
教
職
員
の
く
ら
し
を
守
る 

人
事
異
動
要
求
を
実
現
し
よ
う 

子
ど
も
の
貧
困
と
格
差
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
就
学
援
助
を
必
要
と
す
る
家
庭
は
増
加
し
、
教
材
費
や
給
食

費
を
払
え
な
い
家
庭
、
就
修
学
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
子
ど
も
、
給

食
が
唯
一
の
食
事
と
な
っ
て
い
る
子
ど
も
等
が
出
現
し
て
い
ま

す
。
父
母
負
担
の
軽
減
や
教
育
条
件
の
整
備
な
ど
に
と
り
く
む
事

務
職
員
、
安
全
で
お
い
し
い
給
食
づ
く
り
と
栄
養
指
導
の
た
め
に

工
夫
を
重
ね
る
栄
養
職
員
は
、
貧
困
に
苦
し
む
子
ど
も
や
そ
の
家

庭
を
最
前
線
で
支
援
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
総
人
件
費
削
減
や
「
行
財
政
改
革
」
を
反
映
し
た

施
策
に
よ
っ
て
、
こ
の
間
、
事
務
職
員
に
も
栄
養
職
員
に
も
欠
員

が
出
て
い
ま
す
。
事
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
要
準
加
配
・
規
模
加

配
の
部
分
は
お
よ
そ
５
０
０
名
が
欠
員
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、「
再
任
用
職
員
の
活
用
拡
大
・
人
事
交
流
」
で
、

学
校
勤
務
経
験
が
な
い
再
任
用
職
員
が
、
十
分
な
研
修
も
受
け
ず

に
小
中
学
校
に
多
数
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、「
学

校
事
務
職
員
の
標
準
的
職
務
に
つ
い
て
」
の
通
知
が
出
さ
れ
、
義

務
制
の
実
態
を
無
視
し
て
、
副
校
長
の
職
務
を
肩
代
わ
り
さ
せ
よ

う
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
栄
養
職
員
に
も
、
今
年
度
も
欠
員

が
出
て
い
ま
す
が
、
２
校
に
１
校
の
配
置
の
た
め
、
定
数
外
の
再

雇
用
の
方
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
全
体
の
負
担
は
増
え
て
い
ま

す
。
栄
養
教
諭
の
配
置
に
関
わ
っ
て
は
、
異
動
地
域
が
限
ら
れ
、

通
勤
時
間
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
も
い
ま
す
。 

例
年
、
年
度
末
近
く
に
な
っ
て
い
る
内
示
に
つ
い
て
は
、
引
き

継
ぎ
や
異
動
準
備
に
支
障
を
き
た
し
て
お
り
、
教
員
と
同
時
期
に

と
い
う
要
求
は
切
実
で
す
。 

今
年
度
か
ら
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
休
取
得
制
限
が
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
子
育
て
や
介
護
、
通
院
事
情
な
ど
を
抱
え
る
職
員
に

は
さ
ら
な
る
困
難
が
生
じ
て
い
ま
す
。 

 

具
体
的
な
職
場
の
訴
え
に
、
「
人
事
異
動
は
、
人
材
育
成
と
能

力
開
発
を
行
い
、
学
校
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

適
材
を
適
所
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
運
営
の
万

全
を
期
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
本
人
の
意
向
は

考
慮
し
て
い
る
」
「
今
年
度
の
内
示
日
に
つ
い
て
は
、
少

し
で
も
早
め
る
よ
う
努
め
る
。」
等
と
回
答
し
ま
し
た
。 

 

Ｑ
１ 

教
員
の
異
動
と
は
別
な
の
で
す
か
？ 

Ａ
１ 

事
務
職
員
・
栄
養
職
員
の
異
動
は
、
教
員
の
異
動

と
は
違
っ
た
基
準
と
日
程
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。  

 

事
務
職
員
・
栄
養
職
員
の
異
動
は
、
小
中
学
校
間
だ
け

で
な
く
、
都
立
学
校
・
知
事
部
局
へ
の
任
用
替
え
、
都
区

間
交
流
も
併
せ
て
行
わ
れ
ま
す
。  
 

事
務
職
員
・
栄
養
職
員
の
異
動
に
関
し
て
分
会
で
も
話

し
合
い
、
と
も
に
す
す
め
ま
し
ょ
う
。 

 

Ｑ
２
異
動
希
望
は
ど
の
よ
う
に
提
出
す
る
の
で
す
か
？ 

Ａ
２ 

事
務
職
員
・
栄
養
職
員
の
異
動
希
望
は
、「
異
動
申

告
シ
ー
ト
」
の
「
異
動
を
希
望
す
る
」
「
必
要
が
あ
れ
ば

異
動
し
て
も
よ
い
」
「
異
動
を
希
望
し
な
い
」
の
い
ず
れ

か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。  

 

意
見
要
望
欄
に
本
人
の
希
望
を
具
体
的
・
正
確
に
記
入

す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
な
お
「
次
期
」
は
、
翌
年
４
月

１
日
付
の
異
動
期
で
す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

Ｑ
３
昨
年
度
、「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
の
形
式
が
変
え
ら
れ

た
の
で
す
か
？ 

Ａ
３ 

都
教
委
は
、
昨
年
度
「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
の
局

内
異
動
希
望
欄
と
都
立
学
校
異
動
希
望
欄
を
区
切
る
点

線
を
な
く
し
ま
し
た
。
ま
た
、
小
・
中
学
校
移
動
希
望
先

記
入
欄
を
、
第
６
希
望
ま
で
記
入
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
都
教
委
は
、「
地
区
経
験
の
扱
い
」

の
考
え
方
に
つ
い
て
、
「
従
来
の
考
え
方
を
変
え
る
も
の
で
は
な

い
」、
ま
た
、
異
動
希
望
先
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、「
す
べ
て
記

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
回
答
し
て
い
ま

す
。 

 

Ｑ
４
校
長
交
渉
も
大
切
な
の
で
す
ね
？ 

Ａ
４ 

そ
う
で
す
。「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
に
基
づ
い
て
校
長
が
「
人

材
情
報
シ
ー
ト
」
を
作
成
し
ま
す
。
こ
の
「
人
材
情
報
シ
ー
ト
」

で
は
、
本
人
の
意
に
反
し
て
校
長
は
異
動
を
「
推
薦
」
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
使
っ
て
強
制
異
動
さ
せ
た
事
例
が

で
ま
し
た
。
校
長
の
恣
意
で
な
く
希
望
を
正
確
に
反
映
す
る
よ
う

と
り
く
む
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

Ｑ
５
異
動
申
告
シ
ー
ト
の
提
出
期
限
は
い
つ
で
す
か
？ 

Ａ
５ 

例
年
、
区
市
町
村
教
委
へ
の
提
出
締
切
は
１１
月
中
旬
で

す
。
各
教
育
委
員
会
か
ら
の
通
知
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
都
教

委
へ
の
提
出
は
、
今
年
度
、
区
部
は
１１
月
２０
日
、
多
摩
と
島
し

ょ
は
１８
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
６
異
動
の
対
象
は
？ 

Ａ
６
異
動
対
象
者
は
、
①
一
定
の
同
一
校
在
職
年
数
を
超
え
る

者
、
②
主
任
・
係
長
選
考
合
格
者
、
③
特
別
の
事
情
の
あ
る
者
で

す
。 

 

Ｑ
７
同
一
校
勤
務
年
数
は
何
年
で
す
か
？ 

Ａ
７ 

２
０
０
３
年
４
月
１
日
付
異
動
か
ら
本
則
適
用
と
な
り
、

事
務
職
員
は
原
則
５
年
を
超
え
る
者
、
栄
養
職
員
は
原
則
６
年
を

超
え
る
者
で
す
。 

 

Ｑ
８
「
同
一
勤
務
校
」
の
年
数
に
育
児
休
業
期
間
は
除
算
で
き
ま

す
か
？ 

Ａ
８ 

教
員
の
場
合
育
児
休
業
期
間
は
除
算
し
ま
す
が
、
事
務
職

員
・
栄
養
職
員
の
場
合
は
除
算
し
ま
せ
ん
。 

 

Ｑ
９
主
任
・
係
長
選
考
合
格
者
と
は
？ 

Ａ
９ 

主
任
（
Ｂ
）
は
、
原
則
他
地
区
に
異
動
し
て
発
令
、
主
任

（
Ａ
）
は
、
原
則
他
局
に
異
動
し
て
発
令
、
係
長
は
原
則
異
動
し

て
発
令
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
考
合
格
者
は
原
則

異
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。  

 

１７
、
１８
、
１９
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
Ｑ
１０
「
特
別
の
事
情
の
あ
る
者
」
と
は
？ 

Ａ
１０ 
職
場
結
婚
な
ど
で
す
。
具
体
的
事
情
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。 

 

Ｑ
１１
希
望
地
に
制
限
は
あ
り
ま
す
か
？ 

Ａ
１１ 

異
動
希
望
地
の
制
限
は
、
①
採
用
か
ら
同
一
地
区
引
き
続

き
１０
年
勤
務
し
た
時
点
と
②
主
任
選
考
Ｂ
合
格
時
に
他
地
区
異

動
の
２
回
だ
け
で
す
。  

①
採
用
か
ら
同
一
地
区
引
き
続
き
１０
年
勤
務
し
た
時
点
で
他
地 

 

区
へ
の
異
動
の
対
象
と
な
り
「
直
近
の
異
動
期
（
＝
同
一
校
３ 

年
か
ら
５
年
（
栄
養
職
員
は
６
年
）
の
範
囲
で
勤
務
し
た
時

点
）
に
他
地
区
へ
異
動
す
る
」
こ
と
と
な
り
ま
す
。  

な
お
、
新
基
準
適
用
日
（
１
９
９
９
年
４
月
１
日
）
現
在
、

同
一
地
区
１１
年
以
上
勤
務
し
た
職
員
は
除
外
さ
れ
ま
す
。  

②
主
任
選
考
Ｂ
合
格
者
も
、
他
地
区
異
動
と
な
り
ま
す
。
但
し
、 

「
異
動
基
準
日
現
在
５
０
歳
以
上
の
者
」、「
す
で
に
他
地
区
等 

異
動
を
２
回
経
験
し
て
い
る
者
」
は
除
外
さ
れ
ま
す
。
な
お
「
す

で
に
他
地
区
等
異
動
を
２
回
経
験
し
て
い
る
者
」
の
「
２
回
経

験
」
と
は
原
則
異
な
る
地
区
の
小
中
学
校
の
経
験
を
い
い
ま
す

が
、「
都
立
学
校
や
都
の
各
局
、
区
」
か
ら
小
中
へ
の
異
動
「
１

回
」
経
験
と
な
り
ま
す
。  

 

Ｑ
１２
「
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
扱
い
は
、
ど
う
な

る
の
で
す
か
？ 

Ａ
１２ 

「
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
希
望
す
る
場
合

は
、
〈
事
業
所
異
動
希
望
先
〉
欄
に
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
地
区
経
験
に
つ
い
て
都
教
委
は
、
「
教
育
庁
の
事
業
所
へ
の

異
動
と
同
様
の
扱
い
と
し
、
教
育
庁
勤
務
を
経
験
し
た
も
の
と
み

な
す
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
１３
異
動
の
対
象
除
外
と
な
る
条
件
は
？ 

Ａ
１３ 

異
動
除
外
と
な
る
特
殊
事
情
と
し
て
は
、
大
き
く
は  

○
異
動
基
準
日
現
在
の
年
齢
の
場
合  

○
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に
な
り
ま
す
。 

 

Ｑ
１４
異
動
基
準
日
現
在
の
年
齢
と
は
？ 

Ａ
１４ 

異
動
基
準
日
（
毎
年
４
月
１
日
）
現
在
５
８
歳
以
上
の
職

員
に
つ
い
て
は
、
異
動
の
希
望
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し

て
異
動
の
対
象
と
し
ま
せ
ん
。 

 

Ｑ
１５
特
別
の
場
合
と
は
？ 

Ａ
１５ 

以
下
の
場
合
で
す
。  

①
産
休
中
、
妊
娠
中
ま
た
は
異
動 

 

基
準
日
（
毎
年
４
月
１
日
）
に
お
い
て
産
休
終
了
後
１
年
を
経

過
し
て
い
な
い
職
員
は
、
異
動
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。  

②
休
職
等
長
期
に
わ
た
り
欠
勤
し
て
い
る
職
員
は
、
異
動
の
対
象

と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。  

③
異
動
基
準
日
に
お
い
て
復
職
後
１
年
を
経
過
し
て
い
な
い
職

員
は
、
異
動
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。  

④
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
他
、
区
市
町
村
教
育
委
員
会
が
、
異

動
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
判
断
し
、
東
京
都
教
育
委
員

会
が
こ
れ
を
認
め
た
職
員
は
、
異
動
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。 

 

Ｑ
１６
「
昇
任
時
異
動
」
と
は
な
ん
で
す
か
？ 

Ａ
１６ 
「
昇
任
」
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。  

○
「
主
任
」
へ
の
昇
任
（
主
任
選 

考
Ａ
・
Ｂ
） 

○
主
任
か
ら
「
係
長
」
へ
の
昇
任
（
係
長
選
考
）  

○
係
長
職
（
主
査
）
か
ら
「
課
長
補
佐
」
へ
の
昇
任
。  

 

以
上
の
昇
任
は
「
原
則
、
異
動
し
て
発
令
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
「
昇
任
時
異
動
」
と
い
い
ま
す
。
な
お
、
Ｑ
１７
～
Ｑ
２１
も

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

分
会
で
と
り
く
む
た
め
の
手
引
き 

（
人
事
異
動
Ｑ
＆
Ａ
） 

都
教
組
は
、
１０
月
７
日
、
事
務
職
員･

栄
養
職
員
の
人
事

異
動
に
関
す
る
都
教
委
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
基
本
要
求
と

具
体
的
な
改
善
要
求
に
つ
い
て
、
現
場
の
声
を
踏
ま
え
て
要

請
、
回
答
を
得
ま
し
た
。 

 



 
 

質 問 及 び 要 求 回  答  
Ⅰ 基本要求 
・画一的・強制的な異動ではなく、希望が生かされ、自主性と意欲を尊重

すること。 
・学校づくりに不可欠な一人職場での職務の実態を十分理解し、教員と同

じ異動内示日とすること。 
Ⅱ 具体的な改善要求 
１ 画一的異動をやめ、学校事務職員・栄養職員を励まし、自主性と意欲

を尊重した異動を実現すること。 

２ 人事考課制度に組み込まれた「異動調査シート」「人材情報シート」を

廃止し、人事考課制度と切り離した人事異動を行うこと。小中学校にふさ

わしい異動希望を反映できる「異動調書」にすること。 

 

①「異動調査シート」の提出強要反対。異動希望者、昇任選考受験者、局 

間交流希望者を除き、提出は希望者のみとし、提出しないことによる不利 

益の扱いをしないこと。 

 

②「人材情報シート」＝「ブラックリスト」による密室異動を行わないこ 

と。 

 

③希望に反する「６地区」等の強制記入反対。一部記入でも受け付けるこ

と。 

④ 希望地外については内示以前に本人の意向を確認し、これを尊重する

こと。 

⑤ 機械的な「９０分」によらず、生活実態に即した通勤時間や距離を尊

重すること。 

３ 必異動者の希望を優先させること。 

４ 小中学校の実態にそぐわない都庁横引きの昇任時異動反対。異動にあ

たっては本人の意向を尊重するとともに、学校の実情を配慮すること。 

５ 学級減や要保護・準要保護児童、生徒の減少による「過員校」の解消

については、本人の希望を尊重し、強制異動をしないこと。 

６ 統廃合にあたっては、円滑な引き継ぎのため異動上の配慮をすること。 

 

７ 再任用職員の配置については、本人の意向を尊重すること。現職から

通算して５年を経過した後の再任用更新時の異動は弾力的に対応するこ

と。 

８ 単数配置校への再任用職員の配置は行わないこと。やむを得ず単数配

置校へ配置する場合は、非勤務日に賃金職員の加配を行うこと。再任用短

時間勤務者５名当たり正規学校事務職員１名を区市町村に加配すること。 

９ 異動内示は教員と同じ日にすること。 

 
人事異動は、人材育成と能力開発を行い、学校職員の資質の向上を図ると

ともに、適材を適所に配置することにより、学校運営の万全を期すことを目

的としているが、本人の意向は考慮している。 
 また、今年度の内示日については、少しでも早めるよう努める。 
 

１ 人事異動にあたっては、従来から本人の意向は考慮している。 

 

２ 人事考課制度は、能力、適性を的確に把握し、職員の資質向上や能力開

発に資するものである。人事異動にあたっては、職員の能力、適性、希望等

を総合的に判断し、適材適所の配置を行う必要があり、人事考課制度とは切

り離すつもりはない。 

①異動にあたっては、「異動調査シート」により本人の意向等を把握するもの

であり、未提出の場合は自ら異動について希望を述べる機会を放棄したもの

と受け止めざるを得ないので、一任したものとして扱う。 

②「人材情報シート」は、人事異動に関する情報や職務上見られた優れた行

動（行動特性）、昇任に関する意見を把握することにより、職員の配置管理や

任用制度へ活用していくことを目的としているものであり、廃止の考えはな

い。 

③第一希望で異動できない場合もあるため、希望区を拡大して記入するよう

お願いしているものである。 

④異動希望については、「異動調査シート」や各区市町村教育委員会とのヒア

リングなどで本人の意向を確認する。 

⑤通勤時間については、「おおむね片道９０分を限度」としている。ただし、

異動に当たって、通勤時間については従来どおり考慮する。 

３ 優先することはできないが、本人の意向は考慮する。 

４ 各区市町村教育委員会の意見、学校の実情、本人の意向など、全体の中

で調整する。 

５ 本人の意向は考慮するが、過員状況をそのままにしておくことは困難で

ある。 

６ 個々の事情については、各区市町村教育委員会の意見などを考慮してい

く。 

７、８ 再任用職員の配置については、各区市町村教育委員会の意見、学校

の実情、本人の意向などを判断して行う。 

 

 

 

 

９ 内示については、全都的な調整作業が必要であり、教員と同一内示日と

することは困難である。今年度の内示日については、少しでも早めるよう努

める。 

2010 年度 学校事務職員・栄養職員 異動要請への回答                             2010 年 10 月 7 日 

Ｑ
１７
「
主
任
選
考
Ｂ
」
に
合
格
し
た
と
き
、
異
動
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
か
？ 

Ａ
１７ 
「
主
任
Ｂ
」
は
、
原
則
「
他
地
区
に
異
動
し
て
発
令
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。  

 

し
か
し
、
学
校
事
務
や
栄
養
指
導
等
の
安
定
と
継
続
性
の
た

め
、
同
一
校
勤
務
３
年
未
満
な
ら
ば
、
本
人
の
希
望
に
基
づ
い

て
、
校
長
の
意
見
を
尊
重
し
、
区
市
教
育
委
員
会
が
都
教
委
に

申
し
出
て
、
異
動
時
期
を
「
延
伸
」
さ
せ
て
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
具
体
的
事
情
を
も
と
に
都
教
組
事
務
職
員
部
・
栄
養
職

員
部
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、「
主
任
Ｂ
」
に
合
格
し
た

都
立
学
校
の
事
務
職
員
に
と
っ
て
、「
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ

ン
タ
ー
」
は
同
じ
「
局
内
」
の
「
一
事
業
所
」
で
局
内
異
動
の

対
象
と
な
り
ま
す
。 

 

Ｑ
１８
「
主
任
Ａ
」
に
合
格
し
た
と
き
の
異
動
は
？ 

Ａ
１８ 

「
主
任
Ａ
」
に
合
格
し
た
場
合
、
「
前
期
」
「
後
期
」
に

分
か
れ
て
「
局
間
」
異
動
と
な
り
ま
す
。「
前
期
」
異
動
と
な
っ

た
方
は
、
合
格
の
翌
年
４
月
に
原
則
「
局
間
」
異
動
と
な
り
ま

す
。「
後
期
」
異
動
と
な
っ
た
方
は
、
２
年
後
（
主
任
級
職
３
年

目
）
に
原
則
「
局
間
」
異
動
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
も
、

合
格
の
翌
年
４
月
に
局
内
の
事
務
局
、
事
業
所
（「
東
京
都
学
校

経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
含
む
）、
都
立
学
校
へ
異
動
と
な
り
ま

す
。 

 

Ｑ
１９
「
係
長
」
に
昇
任
し
た
と
き
の
異
動
は
？ 

Ａ
１９ 

「
原
則
」「
局
内
ま
た
は
局
間
異
動
」
し
て
昇
任
す
る
、

と
な
っ
て
お
り
、「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
に
は
っ
き
り
希
望
を
記

入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
係
長
」
選
考
に
合
格
し
た
小
中
学

校
事
務
職
員
に
と
っ
て
は
、
「
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ

ー
」
は
「
局
内
」
異
動
対
象
職
場
で
す
。 

 

Ｑ
２０
「
課
長
補
佐
」
昇
任
に
あ
た
っ
て
も
、
異
動
し
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
か
？ 

Ａ
２０ 

「
課
長
補
佐
」
枠
（
ポ
ス
ト
）
が
限
ら
れ
、
枠
を
超
え

る
場
合
、
他
地
区
異
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

Ｑ
２１
主
任
選
考
等
の
結
果
は
、
異
動
申
告
シ
ー
ト
の
提
出
後
に

な
り
ま
す
ね
？ 

Ａ
２１
そ
う
で
す
。
合
格
者
の
異
動
希
望
を
正
確
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
の
再
提
出
を
認
め
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
２２
「
都
区
間
交
流
」
と
は
、
何
で
す
か
？ 

Ａ
２２ 

「
都
区
間
交
流
」
と
は
、
東
京
都
と
特
別
区
が
職
員
の

人
材
確
保･

育
成
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
人
事
交
流
を
必

要
と
す
る
職
員
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
場
合
、

身
分
は
区
職
員
に
な
り
ま
す
。 

「
都
区
間
交
流
」
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」

と
は
別
に
「
都
区
間
交
流
調
書
」「
前
年
度
・
前
々
年
度
の
出
勤

簿
の
写
し
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。  

 

ま
た
交
流
対
象
か
ら
、
主
任
・
係
長
職
の
人
は
除
か
れ
ま
す
。  

 

詳
細
は
、
都
教
組
事
務
職
員
部
・
栄
養
職
員
部
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

Ｑ
２３
島
し
ょ
へ
の
異
動
は
、
何
か
の
手
続
が
あ
る
の
で
す
か
？ 

Ａ
２３ 

「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
を
補
充
す
る
「
島
し
ょ
地
区
等
赴

任
応
募
者
調
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。  

 

記
入
項
目
に
は
、
「
職
員
住
宅
希
望
の
有
無
」
「
異
動
に
あ
た

っ
て
配
慮
し
て
ほ
し
い
こ
と
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。  

 

島
し
ょ
支
部
の
仲
間
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
活
動
に
参

加
す
る
仲
間
を
待
っ
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
２４
都
立
学
校
へ
の
異
動
で
、
留
意
す
る
こ
と
は
何
で
す
か
？ 

Ａ
２４ 

①
都
立
学
校
の
「
全
定
併
設
校
」
は
全
日
制
と
定
時
制
と

の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務
（
事
務
室
内
の
事
務
職
員
が
交
代

で
週
１
日
定
時
制
の
勤
務
を
す
る
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
異

動
申
告
シ
ー
ト
」
の
都
立
学
校
希
望
は
、
全
・
定
区
分
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。「
全
日
制
の
み
希
望
」
な
ど
は
意
見
欄
に
正

確
に
記
入
し
ま
し
ょ
う
。 

②
「
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
、
教
育
庁
・
都
立

学
校
と
同
様
、
教
育
庁
関
連
の
「
一
事
業
所
」
で
す
か
ら
、

異
動
希
望
の
有
無
を
は
っ
き
り
記
入
し
ま
し
ょ
う
。 

 

Ｑ
２５
知
事
部
局
へ
異
動
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？ 

Ａ
２５ 

「
異
動
申
告
シ
ー
ト
」
の
「
局
間
異
動
」
欄
に
記
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
但
し
、
枠
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
２６
統
廃
合
校
に
勤
務
し
て
い
る
場
合
、
次
の
異
動
は
い
つ
に

な
り
ま
す
か
？
勤
務
年
数
の
計
算
方
法
を
教
え
て
く
だ
さ
い
？ 

 

Ａ
２６  

○
吸
収
す
る
学
校
に
そ
の
ま
ま
在
籍
す
る
人
は
、
勤
務
年
数
は

旧
・
新
と
も
通
算
し
ま
す
。  

○
吸
収
さ
れ
る
学
校
の
人
が
吸
収
す
る
学
校
に
引
き
続
き
勤
務

す
る
場
合
、
新
し
く
カ
ウ
ン
ト
を
開
始
し
ま
す
。 

○
対
等
合
併
し
、
新
し
い
学
校
名
に
な
っ
た
場
合
、
異
動
し
た

と
み
な
さ
れ
、
新
し
く
カ
ウ
ン
ト
を
開
始
し
ま
す
。 

 

Ｑ
２７
再
任
用
職
員
の
異
動
基
準
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？ 

Ａ
２７ 

再
任
用
職
員
の
異
動
基
準
は
、
現
在
事
務
職
員
の
異
動
基

準
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
配
置
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
希
望
や
事

情
に
つ
い
て
、
意
向
調
書
に
正
確
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
校

長
に
も
希
望
を
明
確
に
伝
え
、
共
通
理
解
を
は
か
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
校
長
の
不
当
な
言
動
な
ど
は
、
組
合
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。 

（２）            新聞都教組（号外）       ２０１０年１０月２７日（水）            


